
廃止決定していない雇用促進住宅の
最大限活用について

入居対象者
要件 ① 派遣契約の停止等に伴い、社員寮等の退去を余儀なく

され住居を喪失した求職者（喪失見込みの者も含む）
② ①に準じた求職者であって緊急的に住居を必要とする者

と、公共職業安定所長が判断した者
※ 雇用保険被保険者以外の者も対象とする。

※ 所得（従前所得）要件あり。

入居の調整

入居希望者からの聴き取り
（事項表に記入）

空戸問い合わせ

ハローワーク
（非正規労働者就労支援センターを含む。）

住宅管理運営
受託業者

（雇用振興協会）
緊急入居あっせん書の
交付

雇用促進住宅への迅速な入居

利用可能住宅（平成２０年１０月末現在）
７１２宿舎、２，０１６棟、空戸１３，２６６戸、平均家賃約２万５千円

６か月の定期借家契約
入居日に管理主事より契約
書交付、重要事項説明、鍵
の受渡し

再契約の手続き※

入居予定者

２年間の定期借家契約 民間等別の住宅へ

６か月間入居
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